仕様書

１　件名
台東区ふるさと納税支援業務委託

２　目的
　本仕様書は、台東区（以下「委託者」という。）が、受託者に委託する台東区ふるさと納税支援業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

３　委託期間
令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

４　前提条件
業務遂行にあたり、寄附情報管理、寄附者情報管理、返礼品の発注及び配送管理、寄附金書類管理等を一元的に行う寄附管理システムはLedgHome（株式会社シフトプラス）を利用するものとする。

５　業務の内容
受託者は、委託者の指示により、次の業務を行う。
（１）委託者が指定するポータルサイトの運用及び管理に関する業務
①ポータルサイト（「ふるさとチョイス」、「楽天ふるさと納税」、「ふるなび」及び「ＡＮＡのふるさと納税」）を経由した寄附の申込みに対応すること。なお、その他ポータルサイトを追加又は利用を中止する場合に滞りなく対応すること。
②ポータルサイトで、寄附金の受付、寄附金の使途の選択、寄附金額に応じた返礼品の選択及びワンストップ特例申請書等の選択ができるよう自治体ページを作成すること。作成に当たっては、委託者と協議のうえ、画像や紹介文を工夫し、寄附者に台東区の魅力が伝わるよう、訴求力が高いページを作成すること。また、ポータルサイトページの作成、修正及び更新について迅速に対応すること。
　③ポータルサイト上の自治体ページの修正・更新・保守管理（返礼品の更新、返礼品の在庫管理等）を行うこと。
　④ポータルサイトで申し込まれた寄附金及び決済された情報等を一元的な寄附者情報管理システムに取り込むとともに、入金状況等を管理すること。
⑤ポータルサイトを経由しない電話等による寄附申出についても、一元的に情報を管理し、寄附者に入金方法等を案内すること。
（２）返礼品協力事業者への返礼品の発注及び配送管理に関する業務
　①受託者は、返礼品協力事業者への返礼品の発注及び配送管理を行うこと。
②返礼品の発注は、寄附金の入金が確認でき次第速やかに行うこと。寄附金の入金を確認後、指定された返礼品を原則として１か月以内に寄附者が指定する送付先に送付すること。ただし、寄附者が受け取り日を指定した場合及び返礼品が季節限定品である場合等１か月以内の発送が困難である場合を除く。
③数量限定品の受付管理及び季節限定品の配送時期の管理を行うこと。
④原則として、返礼品等の発送が完了した際には、寄附者へメール等で連絡すること。
⑤返礼品の二重配送、配送時の損壊、配送遅延など配送に係るトラブルが生じた場合は、委託者と協議の上、寄附者等へ対応すること。また、トラブルの状況を踏まえ、委託者と協議の上、必要な再発防止策を講じること。
（３）寄附金受領証明書等の作成及び発送に関する業務
　①寄附金の入金確認が完了した場合、原則２週間以内に寄附者に対して寄附金受領証明書及びお礼状を作成、発送し、ワンストップ特例制度の利用希望者には、ワンストップ特例申請書、記入例の説明書及び返信用封筒を作成、発送すること。返信用封筒は、受託者が作成した後納郵便専用封筒を使用すること。
　②ワンストップ特例申請書には寄附者の情報、寄附日、寄附額等をあらかじめ記入したうえで寄附者へ発送すること。
　③寄附者より寄附金受領証明書の再発行依頼があれば対応すること。
④①の寄附金受領証明書等の発送にかかる郵便料金及び返信用封筒による返信に係る郵便料金については、その支払いの詳細がわかるものを添付し、区分して委託者に請求すること。
（４）ワンストップ特例申請の受付業務に関する業務
　①寄附者から提出されたワンストップ特例申請書の審査を行うこと。なお、受付完了時には、寄附者へメールや郵送等にて受付完了通知を行うこと。
　②申請内容等に不備がある場合は、寄附者へ連絡し補正対応を行い、不備を解消すること。
　③寄附者から提出されたワンストップ特例申請書を管理するリストのデータを作成し、受付状況等を委託者の求めに応じて委託者が確認できる状態にすること。
　④寄附金税額控除に係る申告特例通知書（ｅＬＴＡＸ用データ）を作成し、１月末開庁日の５日前までに委託者へ提出すること。なお、寄附金税額控除に係る申告特例通知書を寄附者の寄附控除を行う自治体へ送付する業務は委託者が行うものとする。
　⑤寄附者から提出されたワンストップ特例申請書、マイナンバー・本人確認等の書類及び送付時の封筒は、適切な管理を行い、委託者が指定した方法で指定する日までに委託者に送付すること。
　⑥寄附金税額控除に係る申告特例通知書（ｅＬＴＡＸ用データ）は、委託者が指定する期間保管後、データを復元できない状態に消去すること。
（５）寄附者からの問い合わせ対応業務
①ふるさと納税制度全般、申込方法、返礼品の手配、返礼品の配送状況（配送遅延及び配送に係るトラブルを含む。）、返礼品への寄附者からの問い合わせ等に対応するため、台東区ふるさと納税に関する対応の為の専用の電話番号を取得し、コールセンターを設置すること。
　　コールセンターの対応時間は、原則として土、日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日までを除く月曜日から金曜日の午前９時から午後６時までとする。
②寄附者からの問い合わせについて、電話又はメールにて対応することとし、内容等を寄附管理システム等に随時記録し、委託者が閲覧できるようにすること。また、業務遂行に特に関わる内容については、速やかに委託者に報告し、委託者と協議の上、対応すること。
③台東区ふるさと納税に関する重大な苦情・事故が発生した場合は、速やかに対応し、その経過について委託者に口頭及び書面により報告すること。また、引き続き対応が必要な場合は、委託者と協議の上、対応すること。
④委託者より苦情・事故に関して改善等の指示があった場合はそれに従うこと。また、苦情・事故の状況を踏まえ、委託者と協議の上、必要な再発防止策を講じること。
⑤寄附者からキャンセルの申し出があった場合は、速やかに委託者に報告し、委託者と協議の上、寄附者等へ対応すること。
（６）返礼品協力事業者への対応に関する業務
　①返礼品協力事業者及び返礼品の募集については、契約締結後、委託者と協議の上決定する。
　②返礼品協力事業者及び返礼品の募集に関する問い合わせに対応すること。
③返礼品協力事業者からの台東区ふるさと納税に関する申請書類（返礼品協力事業者及び返礼品の募集・変更等を含む。）の受付、内容確認し、返礼品を審査する上で必要な確認・調査・ヒアリング等を行うこと。
④受託者は、委託者が承認した価格で返礼品協力事業者と返礼品に関する契約を締結し、返礼品ページの作成・修正、返礼品の調達、発注及び在庫管理等を行い、密に連絡調整を行うこと。
⑤返礼品協力事業者及び返礼品の状況を適宜把握し、寄附者等とのトラブルを未然に防ぐよう努めること。また、必要に応じて委託者に状況報告し、委託者と協議の上、対応すること。
⑥受託者は、返礼品の配送状況、梱包状態（最適な梱包方法か、過剰包装になっていないか）等について適宜確認を行うこと。
（７）返礼品協力事業者への支払い及び返礼品の代金・送料の清算に関する業務
　①返礼品協力事業者の履行実績に基づき、返礼品の代金（税・梱包代込・送料）について清算を行うこと。なお、返礼品協力事業者履行月の翌月末までに請求額を指定口座に着金するよう振り込むものとする。
　②①で支払う費用及び振込手数料については、それぞれその支払いの詳細がわかるものを添付し、委託者に請求すること。　
（８）返礼品開発、情報発信力向上及び販路開拓のための区内事業者支援に関する業務
①返礼品協力事業者の既存返礼品の魅力向上（返礼品の撮影、画像の作成・加工、テキスト加筆修正等を含む）を図ること。
②返礼品協力事業者及びふるさと納税制度への新規参入を検討している区内事業者を対象にした個別相談支援体制を提案し、委託者と協議の上、実施すること。
③返礼品協力事業者及びふるさと納税制度への新規参入を検討している区内事業者を対象にした情報発信力向上のためのサポート（ワークショップ、セミナー、意見交換会など）を提案し、委託者と協議の上、実施すること。
④返礼品協力事業者を対象に返礼品開発や既存返礼品のブラッシュアップのためのアドバイス支援を提案し、委託者と協議の上、実施すること。アドバイス支援では、ふるさと納税市場の特性や傾向を踏まえ、受託者が独自に入手した情報・ノウハウを活用すること。
⑤アドバイス支援の対象となった事業者を対象に、アドバイス支援により開発された返礼品やブラッシュアップされた既存返礼品の販路開拓支援（オンライン・オフラインのテストマーケティングなど）を提案し、委託者と協議の上、実施すること。
⑥②から⑤までの支援業務の実施にあたって必要となる対象事業者の募集にかかる周知ついては、委託者が行うものとしつつ、受託者は業務の円滑に行うために委託者をサポートすること。
⑦②から⑤までの支援業務を対面にて実施する場合の会場は、委託者が準備するものとする。支援業務の実施方法については、委託者と協議の上、決定し、柔軟に対応すること。
（９）各種広報に関する業務
　①ＳＮＳを利用し、本区及び返礼品協力事業者のＰＲを行うこと。ＰＲの詳細については、受託者が提案し、委託者と協議の上、決定する。ただし、委託者が指定するＳＮＳアカウントを活用し、返礼品協力事業者への取材（事前・事後の調整を含む。）のもと、動画、画像、及び投稿文等を作成し、投稿することとする。
　②受託者のノウハウや提供するサービス等により、台東区ふるさと納税及び返礼品協力事業者のＰＲ等に関する提案（特にリピーターやファン獲得などに資する内容）等、委託者に有益な提案があれば行うこと。
　③委託者が指定するポータルサイト（追加されたポータルサイトを含む。）が用意しているＰＲツールに関する情報を収集・共有し、効率的な活用体制を構築し、委託者と協議の上、効果的に活用すること。
　④本区及び返礼品の有効なＰＲ手段について、情報収集に努め、委託者に情報提供を行うこと。
　⑤本区の魅力発信やファン獲得、広く寄附を募るための効果的なＰＲを行うこと。また、必要に応じて広告媒体等を活用すること。
（１０）定例会の実施及び報告書の作成・分析等に関する業務
　①定例会を毎月実施すること。開催方法としては、対面・オンラインを問わないが、委託者との日程調整の際に決定すること。
　②定例会の議題としては、月次報告書に関すること、業務の進捗に関すること、各種企画・提案に関すること、その他委託者と協議が必要なこと等とする。
③寄附金額、寄附件数及び寄附者属性等寄附実績に関する月次報告書を翌月２０日までに提出すること。また、ふるさと納税に関する出来事、本区及び他自治体の寄附の動向についての分析、返礼品の開発等に関する進捗状況、ＰＲ実績（ＳＮＳ運用を含む）、分析結果を踏まえた台東区ふるさと納税の更なる推進に資する助言を行うこと。また、報告書の内容について委託者より追加をする場合がある。
　④年次報告書を年度末月の翌月２０日までに提出すること。年次報告書では、月次報告書の内容を年度に取りまとめるとともに、ふるさと納税市場の動向、過年度との比較分析、ふるさと納税市場全体との比較分析、他自治体の動向、年間トピックス、本区の寄附増減における要因分析、次年度以降の傾向と課題、及びこれらを踏まえた台東区ふるさと納税を通じた区内事業者支援に関する提案を行うこと。
（１１）その他
　①受託者のノウハウや提供するサービス等により、返礼品協力事業者のモチベーション向上に資する提案等、委託者に有益な提案があれば行うこと。
　②ポータルサイトにおける返礼品特集ページの作成や、広報用に使用するＨＰ用バナーを委託者と協議して作成すること。
　③管理システムのほか、電子媒体にて返礼品一覧を作成し、返礼品の追加・更新・削除等が行われた場合は随時更新すること。
　④委託者の要望（総務省の現況調査への対応等）に応じて、データを収集・集計・可視化し、電子媒体にて提供すること。
⑤項番５（１）から（１１）までの業務において、クラウドファンディングを取り組む際に発生する業務についても、同様に実施することとする。

６　受託者の責務
（１）備品等の準備
業務上必要なパソコン（システムを含む。）、プリンター及び電話等の備品は受託者が用意すること。
（２）ふるさと納税に関する寄附者情報等の保存及び破棄
　　受託者は、委託業務に係る一切の資料を書面又は電磁的記録により、履行終了後、５年間保存すること。

７　業務の引継ぎ
（１）業務開始日は、令和８年４月１日とする。
（２）（１）までの期間は、引継ぎ及び業務開始に向けた準備期間とする。
（３）受託者は、準備期間中に次の業務を行う。
　①委託者が指定する事業者から、業務継続に必要な情報の引継ぎを受けること。
　②ポータルサイトでの寄附受付ができなくなる期間を可能な限り短くできるよう、ポータルサイトのページを作成すること
　③受託者の変更に伴う混乱が生じないよう、返礼品協力事業者に対して、説明会を開催するとともに、個別に説明を行うこと。
（４）受託者は、委託契約満了に伴いこの契約の業務内容において引継ぎが必要な業務である場合には、次の委託者が円滑に業務を開始できるように十分な引継ぎを円滑かつ確実に行うこと。
（５）受託者は、不測の事態が発生した場合、または本契約の履行ができない状態となった場合には速やかに委託者に連絡し対応を協議すること。この場合においてやむを得ず業務を他の事業者へ引き継ぐ必要が生じた場合には、受託者は業務に支障がないよう最大の協力をすること。

８　権利の帰属及び権利の取り扱い
（１）本件業務に基づき受託者が委託者のために作成した成果物（中間成果物も含む）、役務の提供の結果発生した著作権及びその他の無体財産（以下、「成果物」という。）は、本件業務以前に受託者が既に保有するものを除き、すべて委託者に帰属し、その権利は受託者から委託者に無償で譲渡されるものとし、委託者における二次利用を可能とする。
（２）前項の規定に従って受託者から委託者に譲渡される権利は、著作権法第２７条及び第２８条に規定される権利も含むものとする。また、受託者は、著作者人格権の権利を行使しないものとする。
（３）受託者は、納品する成果物について、第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを補償することとし、成果物について第三者の権利を侵害していた場合に生じる問題の一切の責任は、受託者が負うものとする。
（４）本業務で知り得た事項及び成果物については、委託者の許可無く、公表、転載、貸与又は使用してはならない。また、契約期間満了後も同様とする。

９　再委託の禁止
　受託者は、本業務の全部を第三者に委託することができない。ただし、個人情報を除いた当該業務の一部について、第三者に本業務の一部を再委託する必要が生じた場合は、あらかじめ書面により委託者の承諾を得なければならない。なお、再委託者に対してもこの契約を遵守させなければならない。

１０　返礼品の契約不適合責任
（１）委託者は、寄附者に対し、返礼品の契約不適合責任を負担しない。
（２）受託者は、返礼品協力事業者に、寄附者に対する契約不適合責任を負担させるものとする。
（３）受託者は、上記（２）の責任問題が発生したときは、項番５（５）により寄附者に対応する。
１１　損害賠償
　受託者は、受託者の故意又は過失により、委託者又は第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。また、当該損害を受けた第三者の求めに応じ、委託者が損害を賠償した場合は、委託者は受託者に対して求償権を有するものとする。

１２　履行場所
本区内及び委託者が指定する場所

１３　委託料の支払い
　委託料は、履行検査完了後、寄附金申込実績に応じて受託者の請求に基づき支払う。
（１）請求方法
　①委託料計算の締め日を毎月月末とする。
　②請求書を翌月１０日までに提出すること。
（２）寄附金額の変更等による調整
　①委託料の計算では、寄附金の取消し及び修正がないものとして取り扱う。ただし、委託者が寄附金の取消し及び変更を認めた場合に限り、委託者と協議の上、直近の委託料の支払い時に清算できるものとする。

１４　報告及び検査
　委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して事業履行状況とその他必要な事項について書面で報告を求め、検査することができる。検査の結果、委託者は、受託者の業務履行状況等に問題があると判断した場合、受託者に対して改善を求めることができ、受託者はこの改善要求に誠実に対応しなければならない。

１５　関係法令等の遵守
（１）受託者は、本業務の履行に当たって、関係法令・条例等のほか、ふるさと納税制度に関する総務省告示、総務省通知の内容等を常に把握し、遵守すること。
（２）受託者は、返礼品協力事業者に対して、関係法令や総務省告示、総務省通知の内容について適宜情報提供を行うとともに、それらを順守するよう促すこと。
（３）返礼品協力事業者に、法令に反する行為や、その他返礼品として掲載することで、委託者の社会的信用の失墜につながりかねない事実が認められた場合には、ただちに委託者に報告し、委託者と協議の上、その返礼品の掲載を停止するとともに、必要な対応を行うこと。

１６　個人情報
（１）本業務の履行に当たって、関係法令等及び別紙「電算処理の個人情報及び特定個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」を遵守すること。
（２）重要情報（個人情報含む）の紛失又は漏えいの事故が発生したときには、以下の対応をとらなければならない。
①直ちに口頭又は電話で委託者に報告するとともに、速やかに事故の内容、発生日時、発生原因等を確認して、書面により委託者に提示する。
②事故に対する措置（流出元の特定、紛失物等の追跡等を含む）を講じるとともに、速やかに二次被害の有無及び可能性について調査し、被害の拡大防止又は二次被害の発生防止の対応を行う。
③委託者と協議のうえ、対応措置及び再発防止を検討する。

１７　情報セキュリティポリシーの遵守
　台東区情報セキュリティ基本方針に則ったリスク対策を行ったシステムを提供し、規定を遵守すること。

１８　特記事項
（１）本業務の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
①ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
②自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成4年法律第70号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。
③できるだけ低公害・低燃費な自動車を使用するよう努めること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
（２）本業務の履行に当たって、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）及び関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を遵守すること。
（３）本業務の履行に当たって、台東区カラーユニバーサルデザインガイドラインを確認のうえ、より多くの人にとって利用しやすい配色を行うこと。また、文字についても、より多くの人にとって読みやすい大きさ及び書体（ユニバーサルデザインフォント等）を使用するよう努めること。
（４）本業務の履行に当たって、印刷用紙等の古紙配合率については、古紙配合率が高いものの使用に努めること。また、印刷物には可能な限り古紙配合率を表示すること。
（５）その他、本仕様書に疑義が生じたとき、又は定めのない事項に関しては、委託者と協議のうえ定めるものとする。

１９　担当
台東区　産業振興課
地域産業・ふるさと納税担当
電話：０３－５２４６－１１４３
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